
意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｇ１－５２００ コンテナー 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｇ１－５２０ 一 コンテナー 

Ｇ１－５２０Ａ 一 コンテナー（箱型） 

   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｃ６－５１０ 冷蔵庫等 

Ｇ２－２９１４ 自動車用荷台 

Ｇ２－６００ トレーラー 

Ｇ２－６９０ トレーラー部品及び付属品 

Ｋ３－１４８０ 農業用貯蔵機及び農業用乾燥機 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

コンテナ 車両用コンテナ 輸送用袋コンテナ 

   

   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

物を入れて貯蔵及び運搬するのが目的であり、以下の①ないし②に該当し、下位の展開に含まれないも

の。 

① 車両に積載する大型の容器。（一部上方開口のものあり） 

ただし、車両に積載した状態のみでなく、単独で載置した状態でも使用できるものである。 

②密閉容器。 

Ｇ１－５２００ 
登録１１４９８３３号 
車載用コンテナ 

Ｇ１－５２００ 
登録１０３９６１１号 
運搬用穀物コンテナ 

Ｇ１－５２００ 
登録１０５５９３７号 
輸送用袋コンテナ 

Ｇ１－５２００Ａ 
登録１０５５７９４号 
保管用コンテナ 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

物品名が「コンテナー」であっても、形状が箱形で運搬用容器に近似するものはＧ１－５０１代に分類する。 

トラック等の荷台に積載してのみ使用するコンテナ等はＧ２－２９１４に分類する。 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

コンテナ 車両用コンテナ 輸送用袋コンテナ 

   

 

Ｇ１－５０１Ｂ 
登録１１３９２９１号 
折り畳みコンテナ 

Ｇ２－２９１４ 
登録１１２２６５０号 
貨物自動車用荷箱 

Ｇ２－２９１４ 
登録１０９１９０９号 
トラック用ガルウィング付カーゴボックス 


